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○
青
森
県
内
水
面
漁
業
調
整
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

水
産
振
興
課)

…

�

規

則

青
森
県
内
水
面
漁
業
調
整
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
七
年
六
月
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
三
十
号

青
森
県
内
水
面
漁
業
調
整
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
内
水
面
漁
業
調
整
規
則

(

昭
和
四
十
八
年
八
月
青
森
県
規
則
第
五
十
五
号)

の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

｢

目
次
中

｢

第
四
条｣

を

｢

第
五
条｣

に
、｢

を

｣

に
改
め
る
。

｣

第
四
条
第
九
項
中

｢

あ
る｣

を

｢

で
き
る｣

に
改
め
る
。

第
四
章
第
四
十
条
中

｢

第
九
条
第
三
項

(

第
三
十
五
条
第
五
項｣

を

｢

第
十
条
第
三
項
、
第
十
一

条
、
第
十
六
条
、
第
十
七
条
、
第
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
二
十
二
条
第
二
項
、
第
二

十
四
条
第
四
項
若
し
く
は
第
五
項
、
第
三
十
一
条
第
三
項

(

第
五
十
六
条
第
五
項｣

に
、

｢

第
十
条

(

第
三
十
五
条
第
五
項｣

を

｢

第
三
十
二
条

(

第
五
十
六
条
第
五
項｣

に
、

｢

第
十
四
条

(

第
三
十

五
条
第
五
項｣

を

｢

第
三
十
六
条

(

第
五
十
六
条
第
五
項｣

に
、

｢

第
十
五
条

(

第
三
十
五
条
第
五

項｣

を

｢

第
三
十
七
条

(

第
五
十
六
条
第
五
項｣

に
、

｢

第
十
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項

(

第

三
十
五
条
第
五
項｣

を｢

第
三
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項(

第
五
十
六
条
第
五
項｣

に
、｢

、

第
三
十
二
条
第
六
項
又
は
第
三
十
五
条
第
四
項｣

を

｢

又
は
第
五
十
六
条
第
四
項｣

に
改
め
、
同
条

を
第
六
十
一
条
と
す
る
。

第
三
十
九
条
中

｢

第
三
十
七
条｣

を

｢

第
五
十
八
条｣

に
改
め
、
同
条
を
第
六
十
条
と
す
る
。

第
三
十
八
条
中

｢

第
九
条
第
一
項

(

第
三
十
五
条
第
五
項｣

を

｢

第
十
条
第
一
項
、
第
十
二
条
第

一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
三
十
一
条
第
一
項

(

第
五
十
六
条
第
五
項｣

に
改
め
、

｢

又
は
第
三

十
二
条
第
十
項｣

を
削
り
、
同
条
を
第
五
十
九
条
と
す
る
。

第
三
十
七
条
第
一
項
中

｢

一
に｣

を

｢

い
ず
れ
か
に｣

に
改
め
、
同
項
第
一
号
中

｢

第
五
条
、
第

十
二
条

(

第
三
十
五
条
第
五
項｣

を

｢

第
十
四
条
、
第
二
十
七
条
、
第
三
十
四
条

(

第
五
十
六
条
第

五
項｣

に
、

｢

第
二
十
三
条
第
一
項
、
第
二
十
四
条
か
ら
第
三
十
条
ま
で
、
第
三
十
一
条
第
一
項｣

を

｢

第
四
十
五
条
第
一
項
、
第
四
十
六
条
か
ら
第
五
十
二
条
ま
で
、
第
五
十
三
条
第
一
項｣

に
、

｢

第
三
十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
七
項
、
第
三
十
三
条
又
は
第
三
十
四
条｣

を

｢

第
五
十
四
条
又

は
第
五
十
五
条｣

に
改
め
、
同
項
第
二
号
中｢

第
十
一
条(

第
三
十
五
条
第
五
項｣

を｢

第
十
三
条
、

第
二
十
五
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
三
十
三
条

(

第
五
十
六
条
第
五
項｣

に
、

｢

、
第
二
十

一
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で

(

第
三
十
五
条
第
五
項｣

を

｢

又
は
第
四
十
三
条
第
一
項
か
ら
第
三

項
ま
で

(
第
五
十
六
条
第
五
項｣

に
改
め
、

｢

又
は
第
三
十
二
条
第
五
項

(

同
条
第
九
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

｣

を
削
り
、
同
項
第
三
号
中

｢

第
二
十
一
条
第
一
項｣

を

｢

第
二
十
五

条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
四
十
三
条
第
一
項｣

に
、

｢

第
三
十
五
条
第
五
項｣

を

｢

第
五
十

六
条
第
五
項｣

に
、

｢
第
二
十
三
条
第
二
項｣

を

｢

第
四
十
五
条
第
二
項｣

に
改
め
、
同
条
を
第
五

十
八
条
と
す
る
。

…
…
…
…
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第
二
章

水
産
動
物
の
採
捕
の
許
可

(

第
五
条
―
第

第
三
章

水
産
資
源
の
保
護
培
養
及
び
漁
業
取
締
り

第
四
章

罰
則

(

第
三
十
七
条
―
第
四
十
条)

第
二
十
二
条)

り
等

(

第
二
十
三
条
―
第
三
十
六
条)

第
二
章

漁
業
の
許
可

(

第
六
条
―
第
二
十
六
条)

第
三
章

水
産
動
物
の
採
捕
の
許
可

(

第
二
十
七
条
―

第
四
章

水
産
資
源
の
保
護
培
養
及
び
漁
業
取
締
り
等

第
五
章

罰
則

(

第
五
十
八
条
―
第
六
十
一
条)

―
第
四
十
四
条)

等

(

第
四
十
五
条
―
第
五
十
七
条)
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( )

第
四
章
を
第
五
章
と
す
る
。

第
三
章
第
三
十
六
条
中

｢

生
じ｣

を

｢

生
じ
、｣

に
、

｢

き
損｣

を

｢

毀
損｣

に
改
め
、

｢

、
又

は｣
の
下
に

｢

新
た
に｣

を
加
え
、
同
条
を
第
五
十
七
条
と
す
る
。

第
三
十
五
条
の
見
出
し
を

｢
(

試
験
研
究
等
の
適
用
除
外)

｣

に
改
め
、
同
条
第
一
項
中

｢

第
二

十
四
条
か
ら
第
二
十
六
条
ま
で
、
第
二
十
八
条
か
ら
第
三
十
一
条
ま
で｣

を

｢

第
四
十
六
条
か
ら
第

四
十
八
条
ま
で
、
第
五
十
条
か
ら
第
五
十
三
条
ま
で｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中｢

第
十
七
号
様
式｣

を

｢

第
十
八
号
様
式｣
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中

｢

第
十
八
号
様
式｣

を

｢

第
十
九
号
様
式｣

に
改

め
、
同
条
第
五
項
中

｢
第
六
条
第
二
項
、
第
九
条
か
ら
第
十
七
条
ま
で
、
第
十
八
条
第
一
項
、
第
十

九
条
第
一
項
、
第
二
十
一
条
第
一
項｣

を

｢

第
二
十
八
条
第
二
項
、
第
三
十
一
条
か
ら
第
三
十
九
条

ま
で
、
第
四
十
条
第
一
項
、
第
四
十
一
条
第
一
項
、
第
四
十
三
条
第
一
項｣

に
、

｢

及
び
第
二
十
二

条｣

を

｢

及
び
第
四
十
四
条｣

に
、

｢
第
六
条
第
二
項
、
第
九
条
第
一
項
、
第
十
条
か
ら
第
十
二
条

ま
で
、
第
十
三
条
第
一
項
、
第
十
四
条
、
第
十
五
条
、
第
十
六
条
第
四
号
、
第
十
七
条
第
一
項｣

を

｢

第
二
十
八
条
第
二
項
、
第
三
十
一
条
第
一
項
、
第
三
十
二
条
か
ら
第
三
十
四
条
ま
で
、
第
三
十
五

条
第
一
項
、
第
三
十
六
条
、
第
三
十
七
条
、
第
三
十
八
条
第
四
号
、
第
三
十
九
条
第
一
項｣

に
、

｢

第
十
八
条
第
一
項
、
第
十
九
条
第
一
項
、
第
二
十
一
条
第
一
項｣

を

｢

第
四
十
条
第
一
項
、
第
四

十
一
条
第
一
項
、
第
四
十
三
条
第
一
項｣

に
、

｢

並
び
に
第
二
十
二
条
の
規
定｣

を

｢

並
び
に
第
四

十
四
条｣

に
、

｢

第
三
十
五
条
第
一
項｣

を

｢

第
五
十
六
条
第
一
項｣
に
、

｢

第
九
条
、
第
十
条
、

第
十
四
条
か
ら
第
十
六
条
ま
で
並
び
に
第
十
七
条
第
一
項｣

を

｢

第
三
十
一
条
、
第
三
十
二
条
、
第

三
十
六
条
か
ら
第
三
十
八
条
ま
で
並
び
に
第
三
十
九
条
第
一
項｣

に
、

｢

第
九
条
第
一
項
及
び｣

を

｢

第
三
十
一
条
第
一
項
及
び｣

に
、

｢

第
十
二
条
中｣

を

｢

第
三
十
四
条
中｣
に
、

｢

第
十
三
条
第

一
項
中｣

を

｢

第
三
十
五
条
第
一
項
中｣

に
改
め
、
同
条
を
第
五
十
六
条
と
す
る
。

第
三
十
四
条
中

｢

漁
道｣

を

｢

魚
道｣

に
改
め
、
同
条
を
第
五
十
五
条
と
す
る
。

第
三
十
三
条
中

｢

第
二
十
九
条
第
一
項
及
び
第
三
十
条｣

を

｢

何
人
も
第
五
十
一
条
第
一
項
及
び

第
五
十
二
条｣

に
改
め
、
同
条
を
第
五
十
四
条
と
す
る
。

第
三
十
二
条
を
削
る
。

第
三
十
一
条
中

｢

さ
お
づ
り｣

を

｢

さ
お
釣
り｣

に
改
め
、
同
条
を
第
五
十
三
条
と
し
、
第
三
十

条
を
第
五
十
二
条
と
す
る
。

第
二
十
九
条
第
一
項
の
表
岩
木
川
の
項
及
び
浅
瀬
石
川
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
、
同
条
を
第
五

十
一
条
と
す
る
。

第
二
十
八
条
第
七
号
中

｢

第
五
条｣

を

｢

第
二
十
七
条｣

に
改
め
、
同
条
を
第
五
十
条
と
し
、
第

二
十
五
条
か
ら
第
二
十
七
条
ま
で
を
二
十
二
条
ず
つ
繰
り
下
げ
る
。

第
二
十
四
条
第
二
項
中

｢

第
二
十
六
条｣

を

｢

第
四
十
八
条｣

に
改
め
、
同
条
を
第
四
十
六
条
と

す
る
。

第
二
十
三
条
第
一
項
中

｢

水
産
動
植
物｣

を

｢

何
人
も
水
産
動
植
物｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

｢
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
者
に
対
し｣

を

｢

に
対
し
て
有
害
物
の｣

に
、

｢

あ
る
。｣

を

｢

で
き

る
。｣

に
改
め
、
同
条
を
第
四
十
五
条
と
す
る
。

第
三
章
を
第
四
章
と
す
る
。

第
二
章
第
二
十
二
条
中

｢
(

当
該
許
可
に
係
る
事
業
の
全
部
を
承
継
さ
せ
る
も
の
に
限
る
。)

｣

を
削
り
、
同
条
を
第
四
十
四
条
と
す
る
。

第
二
十
一
条
の
見
出
し
中

｢

内
容
の
変
更｣

を

｢

変
更
、
取
消
し
又
は
採
捕
の
停
止｣

に
改
め
、

同
条
第
一
項
中

｢

許
可
の
内
容
を
変
更
し｣

を

｢

許
可
を
し
た
後
に
そ
の
内
容
を
変
更
し
若
し
く
は

取
り
消
し｣

に
改
め
、

｢
付
し｣
の
下
に

｢

若
し
く
は
変
更
し｣

を
加
え
、

｢

、
採
捕
の
許
可
を
取
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岩
木
川

一

弘
前
市
大
字
国
吉
字
高
野
突
山
四
番
地
二
号
地
先
の
日
本

酒
造
工
業
株
式
会
社
発
電
所
え
ん
堤
の
上
流
端
か
ら
上
流
百

メ
ー
ト
ル
、
下
流
二
百
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
間
の
区
域

二

北
津
軽
郡
鶴
田
町
大
字
木
筒
国
有
地
内
の
新
え
ん
堤
の
上

流
端
か
ら
上
流
五
十
メ
ー
ト
ル
、
下
流
百
メ
ー
ト
ル
ま
で
の

間
の
区
域

三

弘
前
市
大
字
如
来
瀬
国
有
地
内
の
統
合
頭
首
工
の
上
流
端

か
ら
上
流
五
十
メ
ー
ト
ル
、
下
流
二
百
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
間

の
区
域

四

北
津
軽
郡
中
泊
町
大
字
芦
野
頭
首
工
の
上
流
端
か
ら
上
流

二
百
メ
ー
ト
ル
、
下
流
五
百
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
間
の
区
域

浅
瀬
石
川

一

平
川
市
�
川
大
川
添
八
十
四
番
地
二
地
先
の
東
北
電
力
株

式
会
社
発
電
所
え
ん
堤
の
上
流
端
か
ら
上
流
百
メ
ー
ト
ル
、

下
流
二
百
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
間
の
区
域

二

黒
石
市
大
字
浅
瀬
石
字
川
合
二
百
三
十
一
番
地
二
号
地
先

の
浅
瀬
石
川
第
一
頭
首
工
の
上
流
端
か
ら
上
流
百
メ
ー
ト
ル
、

下
流
百
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
間
の
区
域

三

南
津
軽
郡
田
舎
館
村
大
字
川
部
国
有
地
内
の
三
千
石
え
ん

堤
の
上
流
端
か
ら
上
流
五
十
メ
ー
ト
ル
、
下
流
百
メ
ー
ト
ル

ま
で
の
間
の
区
域



( )

り
消
し｣

を
削
り
、

｢

あ
る
。｣

を

｢

で
き
る
。｣

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中

｢

と
き｣

を

｢

と
認

め
る
と
き｣

に
、

｢

他
の｣

を

｢

全
て
の｣

に
、

｢

行
な
う｣

を

｢

行
う｣

に
、

｢

あ
る
。｣

を

｢
で
き
る
。｣

に
改
め
、
同
条
第
四
項
中

｢

変
更｣

の
下
に

｢

若
し
く
は
取
消
し｣

を
、

｢

付
加｣

の
下
に

｢
若
し
く
は
変
更｣

を
加
え
、

｢

行
う
も
の
と
す
る｣

を

｢

行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い｣

に

改
め
、
同
条
第
五
項
中

｢

第
十
九
条
第
二
項｣

を

｢

第
四
十
一
条
第
二
項｣

に
改
め
、
同
条
を
第
四

十
三
条
と
す
る
。

第
二
十
条
第
一
項
中

｢

あ
る｣

を

｢

で
き
る｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

｢

漁
業
法｣

の
下
に

｢

第
百
三
十
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
が
行
う
同
法｣

を
加
え
、
同
条
を

第
四
十
二
条
と
す
る
。

第
十
九
条
第
二
項
中

｢

行
う
も
の
と
す
る｣

を

｢

行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い｣

に
改
め
、
同
条
を

第
四
十
一
条
と
す
る
。

第
十
八
条
第
一
項
中

｢

一
に｣

を

｢

い
ず
れ
か
に｣

に
改
め
、
同
条
を
第
四
十
条
と
す
る
。

第
十
七
条
第
一
項
中｢

書
換
え
交
付｣

を｢
書
換
交
付｣

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中｢

、
合
併
後｣

を

｢

又
は
合
併
後｣

に
、

｢

、
合
併
に｣

を

｢

若
し
く
は
合
併
に｣

に
、

｢

法
人
又
は｣

を

｢

法
人

若
し
く
は｣

に
改
め
、
同
条
を
第
三
十
九
条
と
す
る
。

第
十
六
条
の
見
出
し
中

｢

書
換
え
交
付｣

を

｢

書
換
交
付｣
に
改
め
、
同
条
中

｢

書
換
え
て｣

を

｢

書
き
換
え
て｣

に
改
め
、
同
条
第
一
号
中

｢

第
十
三
条
第
一
項
の｣
を

｢

第
三
十
五
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る｣

に
改
め
、
同
条
第
二
号
中｢

第
十
四
条｣

を｢

第
三
十
六
条｣

に
、｢

書
換
え
交
付｣

を

｢

書
換
交
付｣

に
改
め
、
同
条
第
四
号
中

｢

第
二
十
一
条
第
一
項
、
第
二
項
又
は
第
三
項｣

を

｢

第
四
十
三
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で｣

に
、

｢

付
け｣

の
下
に

｢

、
若
し
く
は
変
更
し｣

を
加

え
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

第
三
十
三
条
又
は
第
四
十
三
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
付
け
た
制
限
又
は

条
件
を
取
り
消
し
た
と
き
。

第
十
六
条
を
第
三
十
八
条
と
す
る
。

第
十
五
条
中

｢

き
損｣

を

｢

毀
損｣

に
改
め
、
同
条
を
第
三
十
七
条
と
す
る
。

第
十
四
条
の
見
出
し
中

｢

書
換
え
交
付｣

を

｢

書
換
交
付｣

に
改
め
、
同
条
中

｢

変
更
を｣

を

｢

変
更
が｣

に
、

｢

採
捕
許
可
証
書
換
え
交
付
申
請
書

(

第
十
三
号
様
式｣

を

｢

知
事
に
採
捕
許
可

証
書
換
交
付
申
請
書

(

第
十
七
号
様
式｣

に
、

｢

知
事
に
採
捕
許
可
証
の
書
換
え
交
付｣

を

｢

そ
の

書
換
交
付｣

に
改
め
、
同
条
を
第
三
十
六
条
と
す
る
。

第
十
三
条
第
一
項
中

｢

第
十
二
号
様
式｣

を

｢

第
十
六
号
様
式｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

｢

第

六
条
第
二
項｣

を

｢

第
七
条
第
二
項｣

に
改
め
、
同
条
を
第
三
十
五
条
と
し
、
第
十
二
条
を
第
三
十

四
条
と
す
る
。

第
十
一
条
中

｢

あ
る
。｣

を

｢

で
き
る
。｣

に
改
め
、
同
条
を
第
三
十
三
条
と
し
、
第
十
条
を
第

三
十
二
条
と
す
る
。

第
九
条
第
二
項
中

｢

採
捕
許
可
証
を｣

を

｢

採
捕
許
可
証
の
書
換
申
請
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
採

捕
許
可
証
を｣

に
、

｢

携
帯
さ
せ
れ
ば
よ
い｣

を

｢

携
帯
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い｣

に
改
め
、
同

条
第
三
項
中

｢

還
付｣

の
前
に

｢

交
付
又
は｣

を
、

｢

写
し
を｣

の
下
に

｢

知
事
に｣

を
加
え
、
同

条
を
第
三
十
一
条
と
す
る
。

第
八
条
中

｢

第
十
一
号
様
式｣

を

｢

第
十
五
号
様
式｣

に
改
め
、
同
条
を
第
三
十
条
と
す
る
。

第
七
条
第
二
項
中

｢

き
い
て｣

を

｢

聴
い
て｣

に
、

｢

あ
る｣

を

｢

で
き
る｣

に
改
め
、
同
条
を

第
二
十
九
条
と
す
る
。

第
六
条
第
一
項
中

｢

前
条｣

を

｢

前
条
本
文｣

に
、

｢

第
十
号
様
式｣

を

｢

第
十
四
号
様
式｣

に

改
め
、
同
条
第
二
項
中

｢

あ
る｣

を

｢

で
き
る｣

に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
八
条
と
す
る
。

第
五
条
た
だ
し
書
中

｢

た
だ
し
、｣

の
下
に

｢

漁
業
の
許
可
を
受
け
て
採
捕
し
よ
う
と
す
る
場
合

若
し
く
は
第
五
十
六
条
第
一
項
の
許
可
に
基
づ
い
て
採
捕
し
よ
う
と
す
る
場
合
又
は｣

を
加
え
、

｢

又
は
第
三
十
五
条
第
一
項
の
許
可
に
基
づ
い
て
採
捕
し
よ
う
と
す
る
場
合｣

を
削
り
、
同
条
を
第

二
十
七
条
と
す
る
。

第
二
章
を
第
三
章
と
す
る
。

第
四
条
の
次
に
次
の
一
条
及
び
一
章
を
加
え
る
。

(

小
型
機
船
底
び
き
網
漁
業
の
地
方
名
称)

第
五
条

小
型
機
船
底
び
き
網
漁
業
取
締
規
則

(

昭
和
二
十
七
年
農
林
省
令
第
六
号)

第
一
条
第
一

項
第
三
号
に
掲
げ
る
手
繰
第
三
種
漁
業
の
地
方
名
称
は
、
し
じ
み
け
た
網
漁
業
及
び
貝
け
た
網
漁

業
と
す
る
。

第
二
章

漁
業
の
許
可

(

し
じ
み
漁
業
の
許
可)

第
六
条

し
じ
み

(

漁
業
法
第
六
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
小
型
機
船
底
び
き
網
漁
業

(

同
条

第
二
項
に
規
定
す
る
小
型
機
船
底
び
き
網
漁
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

の
許
可
を
受
け
て
採
捕

す
る
も
の
を
除
く
。)

の
採
捕
を
目
的
と
す
る
漁
業

(

じ
よ
れ
ん
を
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。)

(
以
下

｢

し
じ
み
漁
業｣

と
い
う
。)

を
営
も
う
と
す
る
者
は
、
同
法
第
六
十
五
条
第
一
項
及
び

水
産
資
源
保
護
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
知
事
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
漁
業
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
当
該
漁
業
を
営
む
権
利
を
有
す
る
漁
業
協
同

組
合
の
組
合
員
が
当
該
漁
業
協
同
組
合
の
有
す
る
漁
業
権
又
は
入
漁
権
の
範
囲
内
に
お
い
て
し
じ

み
漁
業
を
営
も
う
と
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

(

漁
業
許
可
の
申
請)
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( )

第
七
条

小
型
機
船
底
び
き
網
漁
業
又
は
し
じ
み
漁
業
の
許
可

(

以
下
単
に

｢

漁
業
の
許
可｣

と
い

う
。)

を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
漁
業
許
可
申
請
書

(

第
十
号
様
式)

を
知
事
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

２

知
事
は
、
前
項
の
申
請
書
の
ほ
か
、
当
該
申
請
者
に
対
し
、
許
可
を
す
る
か
ど
う
か
の
判
断
に

関
し
必
要
と
認
め
る
書
類
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

漁
業
許
可
の
有
効
期
間)

第
八
条

漁
業
の
許
可
の
有
効
期
間
は
、
三
年
と
す
る
。

２

知
事
は
、
漁
業
調
整
又
は
水
産
資
源
の
保
護
培
養
の
た
め
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
内
水
面
漁

場
管
理
委
員
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
前
項
の
期
間
よ
り
短
い
期
間
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

漁
業
許
可
証
の
交
付)

第
九
条

知
事
は
、
漁
業
の
許
可
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
申
請
者
に
漁
業
許
可
証(

第
十
一
号
様
式)

を
交
付
す
る
。

(

漁
業
許
可
証
の
携
帯
義
務)

第
十
条

漁
業
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
当
該
許
可
に
係
る
漁
業
を
操
業
す
る
と
き
は
、
当
該
許
可

に
係
る
漁
業
許
可
証
を
自
ら
携
帯
し
、
又
は
操
業
責
任
者
に
携
帯
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

漁
業
許
可
証
の
書
換
交
付
の
申
請
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
漁
業
許
可
証
を
行
政
庁
に
提
出
中
で

あ
る
者
が
当
該
許
可
に
係
る
漁
業
を
操
業
す
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
知
事
が

証
明
し
た
漁
業
許
可
証
の
写
し
を
自
ら
携
帯
し
、
又
は
操
業
責
任
者
に
携
帯
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

３

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
漁
業
許
可
証
の
交
付
又
は
還
付
を
受
け
た
者
は
、
遅
滞
な
く
、
同
項

に
規
定
す
る
漁
業
許
可
証
の
写
し
を
知
事
に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

漁
業
許
可
証
の
譲
渡
等
の
禁
止)

第
十
一
条

漁
業
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
当
該
許
可
に
係
る
漁
業
許
可
証
又
は
前
条
第
二
項
の
漁

業
許
可
証
の
写
し
を
他
人
に
譲
渡
し
、
又
は
貸
与
し
て
は
な
ら
な
い
。

(

漁
業
許
可
番
号
の
表
示)

第
十
二
条

小
型
機
船
底
び
き
網
漁
業
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
船
橋
楼

(

船
橋
楼
を
有
し
な
い
船

舶
に
あ
つ
て
は
、
船
舶
の
外
部)

両
側
面
の
上
部
に
、
文
字
の
縦
横
の
大
き
さ
、
太
さ
及
び
間
隔

が
そ
れ
ぞ
れ
八
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
、
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
及
び
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以

上
の
許
可
番
号
を
表
示
し
な
け
れ
ば
、
当
該
船
舶
を
当
該
漁
業
に
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

２

小
型
機
船
底
び
き
網
漁
業
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
当
該
許
可
が
そ
の
効
力
を
失
い
、
又
は
取

り
消
さ
れ
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
し
た
表
示
を
消
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

(

漁
業
許
可
の
制
限
又
は
条
件)

第
十
三
条

知
事
は
、
漁
業
調
整
又
は
水
産
資
源
の
保
護
培
養
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

は
、
漁
業
の
許
可
を
す
る
に
当
た
り
、
当
該
許
可
に
制
限
又
は
条
件
を
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

漁
業
許
可
の
内
容
に
違
反
す
る
操
業
の
禁
止)

第
十
四
条

漁
業
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
漁
業
の
許
可
の
内
容

(

小
型
機
船
底
び
き
網
漁
業
に
あ

つ
て
は
漁
業
種
類

(

当
該
漁
業
を
魚
種
、
漁
具
、
漁
法
等
に
よ
り
区
分
し
た
も
の
を
い
う
。
以
下

同
じ
。)

、
船
舶
の
総
ト
ン
数
、
推
進
機
関
の
馬
力
数
、
操
業
区
域
及
び
操
業
期
間
を
、
し
じ
み

漁
業
に
あ
つ
て
は
漁
業
種
類
、
操
業
区
域
及
び
操
業
期
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

に
違
反
し
て

当
該
漁
業
を
営
ん
で
は
な
ら
な
い
。

(

漁
業
許
可
の
内
容
の
変
更
の
許
可)

第
十
五
条

漁
業
の
許
可
を
受
け
た
者
が
、
当
該
漁
業
の
許
可
の
内
容
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
漁
業
許
可
の
内
容
変
更
の
許
可
申
請
書

(

第
十
二
号
様
式)

を
提
出
し
て
、
知
事
の
許
可
を

受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
場
合
に
は
、
第
七
条
第
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

(

漁
業
許
可
証
の
書
換
交
付
の
申
請)

第
十
六
条

漁
業
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
漁
業
許
可
証
の
記
載
事
項

(

漁
業
種
類
、
操
業
区
域
及

び
操
業
期
間
に
係
る
も
の
を
除
く
。)

に
変
更
が
生
じ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
知
事
に
漁
業
許

可
証
書
換
交
付
申
請
書

(

第
十
三
号
様
式)

を
提
出
し
て
、
そ
の
書
換
交
付
を
申
請
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

(

漁
業
許
可
証
の
再
交
付
の
申
請)

第
十
七
条

漁
業
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
漁
業
許
可
証
を
亡
失
し
、
又
は
毀
損
し
た
と
き
は
、
速

や
か
に
、
そ
の
理
由
を
付
し
て
知
事
に
漁
業
許
可
証
の
再
交
付
を
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

漁
業
許
可
証
の
書
換
交
付
及
び
再
交
付)

第
十
八
条

知
事
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
遅
滞
な
く
、
漁
業
許
可
証
を
書
き
換
え
て
交
付
し
、

又
は
再
交
付
す
る
。

一

第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可

(

船
舶
の
総
ト
ン
数
又
は
推
進
機
関
の
馬
力
数
の
変

更
に
係
る
許
可
を
除
く
。)

を
し
た
と
き
。

二

第
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
書
換
交
付
の
申
請
が
あ
つ
た
と
き
。

三

前
条
の
規
定
に
よ
る
再
交
付
の
申
請
が
あ
つ
た
と
き
。

四

第
二
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
つ
た
と
き
。

五

第
二
十
五
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
、
漁
業
の
許
可
に
つ
き
、
そ
の
内
容

を
変
更
し
、
又
は
制
限
若
し
く
は
条
件
を
付
け
、
若
し
く
は
変
更
し
た
と
き
。
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( )

六

第
十
三
条
又
は
第
二
十
五
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
付
け
た
制
限
又
は
条

件
を
取
り
消
し
た
と
き
。

(
漁
業
許
可
証
の
返
納)

第
十
九
条

漁
業
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
当
該
許
可
が
そ
の
効
力
を
失
い
、
又
は
取
り
消
さ
れ
た

場
合
に
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
漁
業
許
可
証
を
知
事
に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
前
条
の
規

定
に
よ
り
漁
業
許
可
証
の
書
換
交
付
又
は
再
交
付
を
受
け
た
場
合
に
お
け
る
従
前
の
漁
業
許
可
証

に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
漁
業
許
可
証
を
返
納
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
理
由
を
付
し

て
そ
の
旨
を
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

漁
業
の
許
可
を
受
け
た
者
が
死
亡
し
、
又
は
解
散
し
た
と
き
は
、
そ
の
相
続
人
又
は
合
併
後
存

続
す
る
法
人
若
し
く
は
合
併
に
よ
つ
て
成
立
し
た
法
人
若
し
く
は
清
算
人
が
前
二
項
の
手
続
を
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

漁
業
許
可
を
し
な
い
場
合)

第
二
十
条

知
事
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
漁
業
の
許
可
を
し
な
い
。

一

申
請
者
が
次
条
に
規
定
す
る
適
格
性
を
有
す
る
者
で
な
い
場
合

二

そ
の
申
請
に
係
る
漁
業
と
同
種
の
漁
業
の
許
可
の
不
当
な
集
中
に
至
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合

三

漁
業
調
整
又
は
水
産
資
源
の
保
護
培
養
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合

２

知
事
は
、
前
項
第
一
号
又
は
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
漁
業
の
許
可
を
し
な
い
と
き
は
、
あ
ら
か

じ
め
、
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
の
意
見
を
聴
く
と
と
も
に
、
当
該
申
請
者
に
そ
の
理
由
を
文
書

を
も
つ
て
通
知
し
、
公
開
に
よ
る
意
見
の
聴
取
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
項
の
意
見
の
聴
取
に
際
し
て
は
、
当
該
申
請
者
又
は
そ
の
代
理
人
は
、
当
該
事
案
に
つ
い
て

弁
明
し
、
か
つ
、
証
拠
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

知
事
は
、
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
漁
業
の
許
可
を
し
な
い
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
内

水
面
漁
場
管
理
委
員
会
の
意
見
を
聴
く
も
の
と
す
る
。

(

漁
業
許
可
に
つ
い
て
の
適
格
性)

第
二
十
一
条

漁
業
の
許
可
に
つ
い
て
適
格
性
を
有
す
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し

な
い
者
と
す
る
。

一

漁
業
に
関
す
る
法
令
を
遵
守
す
る
精
神
を
著
し
く
欠
く
者
で
あ
る
こ
と
。

二

前
号
の
規
定
に
よ
り
適
格
性
を
有
し
な
い
者
が
、
ど
ん
な
名
目
に
よ
る
の
で
あ
つ
て
も
、
実

質
上
当
該
漁
業
の
経
営
を
支
配
す
る
に
至
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
。

(

相
続
又
は
法
人
の
合
併
若
し
く
は
分
割)

第
二
十
二
条

漁
業
の
許
可
を
受
け
た
者
が
死
亡
し
、
解
散
し
、
又
は
分
割

(

当
該
漁
業
の
許
可
に

基
づ
く
権
利
及
び
義
務
の
全
部
を
承
継
さ
せ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。)

を
し
た
と
き
は
、

そ
の
相
続
人

(

相
続
人
が
二
人
以
上
あ
る
場
合
に
お
い
て
そ
の
協
議
に
よ
り
当
該
漁
業
を
営
む
べ

き
者
を
定
め
た
と
き
は
、
そ
の
者)

、
合
併
後
存
続
す
る
法
人
若
し
く
は
合
併
に
よ
つ
て
成
立
し

た
法
人
又
は
分
割
に
よ
つ
て
当
該
権
利
及
び
義
務
の
全
部
を
承
継
し
た
法
人
は
、
当
該
漁
業
の
許

可
を
受
け
た
者
の
地
位
を
承
継
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
漁
業
の
許
可
を
受
け
た
者
の
地
位
を
承
継
し
た
者
は
、
当
該
承
継
を
証
す

る
書
面
を
添
え
て
、
承
継
の
日
か
ら
二
月
以
内
に
そ
の
旨
を
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

漁
業
許
可
の
取
消
し)

第
二
十
三
条

知
事
は
、
漁
業
の
許
可
を
受
け
た
者
が
第
二
十
一
条
に
規
定
す
る
適
格
性
を
有
す
る

者
で
な
く
な
つ
た
と
き
は
、
そ
の
許
可
を
取
り
消
す
も
の
と
す
る
。

２

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
漁
業
の
許
可
の
取
消
し
を
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
内
水

面
漁
場
管
理
委
員
会
の
意
見
を
聴
く
と
と
も
に
、
当
該
処
分
に
係
る
聴
聞
の
期
日
に
お
け
る
審
理

を
公
開
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
四
条

知
事
は
、
漁
業
の
許
可
を
受
け
た
者
が
そ
の
許
可
を
受
け
た
日
か
ら
六
月
間
又
は
引

き
続
き
一
年
間
休
業
し
た
と
き
は
、
そ
の
許
可
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

２

漁
業
の
許
可
を
受
け
た
者
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
る
場
合
を
除
き
、
次
条
第
一
項
の
規

定
に
基
づ
く
処
分
又
は
漁
業
法
第
百
三
十
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
が

行
う
同
法
第
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
指
示
若
し
く
は
同
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ

く
命
令
に
よ
り
操
業
を
停
止
し
た
期
間
は
、
前
項
の
期
間
に
算
入
し
な
い
。

３

第
一
項
の
場
合
に
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

４

漁
業
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
一
漁
期
以
上
に
わ
た
つ
て
休
業
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
休
業

期
間
を
定
め
、
理
由
を
付
し
て
あ
ら
か
じ
め
、
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

漁
業
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
前
項
の
休
業
中
の
漁
業
に
つ
き
就
業
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

そ
の
旨
を
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

漁
業
調
整
等
の
た
め
の
許
可
の
変
更
、
取
消
し
又
は
操
業
停
止
等)

第
二
十
五
条

知
事
は
、
漁
業
調
整
又
は
水
産
資
源
の
保
護
培
養
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と

き
は
、
漁
業
の
許
可
を
し
た
後
に
そ
の
内
容
を
変
更
し
若
し
く
は
取
り
消
し
、
制
限
若
し
く
は
条

件
を
付
け
若
し
く
は
変
更
し
、
又
は
操
業
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

漁
業
の
許
可
を
受
け
た
者
が
漁
業
に
関
す
る
法
令
の
規
定
又
は
こ
れ
ら
の
規
定
に
基
づ
く
処
分

に
違
反
し
た
と
き
も
、
前
項
と
同
様
と
す
る
。

３

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
処
分
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

同
項
の
違
反
者
に
係
る
全
て
の
漁
業
の
許
可
に
つ
い
て
、
第
一
項
に
規
定
す
る
処
分
を
行
う
こ
と
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が
で
き
る
。

４

知
事
は
、
前
三
項
の
規
定
に
よ
る
漁
業
の
許
可
の
内
容
の
変
更
若
し
く
は
取
消
し
、
制
限
若
し

く
は
条
件
の
付
加
若
し
く
は
変
更
又
は
操
業
の
停
止
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
聴
聞
を
行
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
場
合
に
は
、
第
二
十
三
条
第
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

(

漁
業
許
可
の
失
効)

第
二
十
六
条

漁
業
の
許
可
を
受
け
た
者
が
死
亡
し
、
解
散
し
、
又
は
分
割
を
し
た
と
き
は
、
第
二

十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
承
継
す
る
場
合
を
除
き
、
当
該
漁
業
の
許
可
は
、
そ
の
効
力
を

失
う
。

２

漁
業
の
許
可
を
受
け
た
者
が
当
該
漁
業
を
廃
止
し
た
と
き
は
、
当
該
許
可
は
、
そ
の
効
力
を
失

う
。

３

前
二
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
小
型
機
船
底
び
き
網
漁
業
の
許
可
は
、
次
の
各
号
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

一

漁
業
の
許
可
を
受
け
た
船
舶
を
当
該
漁
業
に
使
用
す
る
こ
と
を
廃
止
し
た
と
き
。

二

漁
業
の
許
可
を
受
け
た
船
舶
が
滅
失
し
、
又
は
沈
没
し
た
と
き
。

三

漁
業
の
許
可
を
受
け
た
船
舶
を
譲
渡
し
、
貸
し
付
け
、
返
還
し
、
そ
の
他
そ
の
船
舶
を
使
用

す
る
権
利
を
失
つ
た
と
き
。

第
十
八
号
様
式
中｢第

３
５
条
｣

を｢第
５
６
条
｣

に
改
め
、
同
様
式
を
第
十
九
号
様
式
と
す
る
。

第
十
七
号
様
式
中

｢第
３
５
条
関
係
｣

を

｢
第
５
６
条
関
係
｣

に
、

｢第
３
５
条
第
１
項
｣

を

｢第
５
６
条
第
１
項
｣

に
改
め
、
同
様
式
を
第
十
八
号
様
式
と
す
る
。

第
十
四
号
様
式
か
ら
第
十
六
号
様
式
ま
で
を
削
る
。

第
十
三
号
様
式
中

｢第
１
４
条
､
第
３
５
条
｣

を

｢第
３
６
条
､
第
５
６
条
｣

に
、

｢
(特
別
)

採
捕
許
可
証
書
換
え
交
付
申
請
書
｣

を

｢
(特
別
)
採
捕
許
可
証
書
換
交
付
申
請
書
｣

に
、

｢書
換

え
交
付
を
｣

を

｢書
換
交
付
を
｣

に
、

｢第
１
４
条
(第
３
５
条
第
５
項
｣

を

｢第
３
６
条
(第
５

６
条
第
５
項
｣

に
、

｢第
１
４
条
)
｣

を

｢第
３
６
条
)
｣

に
改
め
、
同
様
式
を
第
十
七
号
様
式
と

す
る
。

第
十
二
号
様
式
中

｢第
１
３
条
､
第
３
５
条
｣

を

｢第
３
５
条
､
第
５
６
条
｣

に
、

｢第
１
３
条

第
１
項
(第
３
５
条
第
５
項
｣

を

｢第
３
５
条
第
１
項
(第
５
６
条
第
５
項
｣

に
、

｢第
１
３
条
第

１
項
)
｣

を

｢第
３
５
条
第
１
項
)
｣

に
改
め
、
同
様
式
を
第
十
六
号
様
式
と
す
る
。

第
十
一
号
様
式
中

｢第
８
条
｣

を

｢第
３
０
条
｣

に
改
め
、
同
様
式
を
第
十
五
号
様
式
と
す
る
。

第
十
号
様
式
中

｢第
６
条
関
係
｣

を

｢第
２
８
条
関
係
｣

に
、

｢第
５
条
及
び
第
６
条
第
１
項
｣

を

｢第
２
７
条
及
び
第
２
８
条
第
１
項
｣

に
改
め
、
同
様
式
を
第
十
四
号
様
式
と
す
る
。

第
九
号
様
式
の
次
に
次
の
四
様
式
を
加
え
る
。
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( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
四
十
四
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

附

則

(

施
行
期
日)

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
二
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
の
規

定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

施
行
前
の
準
備)

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
青
森
県
内
水
面
漁
業
調
整
規
則
の
規
定
に
よ
る
漁
業
の
許
可
に
関

す
る
手
続
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
前
に
お
い
て
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

(

経
過
措
置)

３

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
青
森
県
内
水
面
漁
業
調
整
規
則

(

以
下

｢

旧
規
則｣

と

い
う
。)

第
五
条
又
は
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
て
い
る
者
は
、
改
正
後

の
青
森
県
内
水
面
漁
業
調
整
規
則

(

以
下

｢

新
規
則｣

と
い
う
。)

第
二
十
七
条
又
は
第
五
十
六

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
た
者
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
新
規
則
第
二
十

七
条
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
た
者
と
み
な
さ
れ
る
者
に
係
る
許
可
の
有
効
期
間
は
、
旧
規
則

第
五
条
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
有
効
期
間
の
残
存
期
間
と
す
る
。

４

こ
の
規
則
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。
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�
�
R
�
�
�
�
�
�
>


�
�

�

��

�
�
�
�
�
�
 
�
¡
¢
£
�
�
�
�

��

�
�
�
�
�
�
�
�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�

�

 
!
�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
"
#
$
%
&
'
(
)
*
+
�

,
*
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
-
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

.
/
0
1
2
3
,
*
�

�

�
�
4
5
$
6
7
�
�
�
�
�
�
 
3
�
¡
¢
£
8
9
:
;
<
3
=
)
�
�
�
@
A
B
�
�
C

D
E
F
�
�
>


3
E
G
$
6
7
�
�
H
I
J
K
�

��

5
�

�
�
�
�
L
M
�

N
�
�
�
f
�
�

R
�
�
�
�
�
�
�

U
�
�
¡
�
8
H
6
t
u
J
_
�
?
�

?
�
�
�
�

�
�
3
�
�
 
3
5
z
�
?
�
�
¡
�
8
H
6
t
u
J
_
@
�
�

�
�

�

Y
�
�
¡
�
8
¤
{
u
J
_
�
�
�

�q
�
�
,
*
8
5
z
H
)
}
~
J
_
�
u
$
0
�
'
)
�
*
J
_
�
u
�
=
�
_
K
�

�
N
�
^
�
3
�
�
�
(
)
�
�
�
�
E
�
�
U
�
�
u
J
_
K


